
大口町告示第１２５号 

 

 大口町私立学校等における昼食費用等給付金支給要綱を次のように定める。 

 

  令和７年１２月２３日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

大口町私立学校等における昼食費用等給付金支給要綱 

    

 （目的） 

第１条 この要綱は、私立学校等に通う児童又は生徒の保護者に対して、昼食費用

等の一部として給付金を交付することにより、当該保護者の経済的負担の軽減を

図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 私立学校等 大口町立学校（大口町町立学校設置条例（昭和３９年大口町条

例第７号）第１条に規定する町立学校をいう。）以外の学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教

育学校（前期課程に限る。）をいう。 

 (2) 保護者 学校教育法第１６条に規定する保護者で、住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をい

う。 

 (3) 昼食費用等 児童生徒が学校において必要とする昼食の提供に要する経費を

いい、給食費、弁当その他昼食に係る費用を含むものとする。 

 （給付対象期間） 

第３条 給付金の対象となる期間は、毎年度４月１日から翌年３月３１日までの間

とする。 

 （給付対象者） 

第４条 給付金の対象となる者は、前条の期間に大口町に住所を有し、かつ、私立

学校等に通学する児童生徒の昼食費用等を負担する保護者とする。ただし、ＤＶ

被害による支援措置の対象者その他これに類する者（現に大口町に生活の実態が

ある者に限る。）については、この限りでない。 

 （給付制限） 

第５条 児童生徒が大口町立学校に在籍し、当該学校の給食費無償化の対象となっ
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ている期間については、本支給は行わない。 

 （給付金額） 

第６条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 小学生 月額４，５００円 

 (2) 中学校 月額５，０００円 

２ 児童生徒が転入、転出その他の理由により在籍校が変更となった場合は、当該

月については支給の対象としない。 

３ 国、地方公共団体等から昼食費用等に係る費用について、助成等を受けている

場合は、その支弁額又は補助額を減額する。 

 （給付金の申請） 

第７条 給付金の支給を受けようとする児童生徒の保護者（以下「申請者」という。）

は、大口町私立学校等における昼食費用等給付金支給申請（請求）書（様式第１）

を毎年度３月１日から３月２０日までに学生証又は在学証明書等の在学を証する

書類を添えて町長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象児童生徒が年度途中に町外へ転出する場合

は、随時申請することができる。 

 （給付金の支給決定） 

第８条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付

金の交付又は却下の決定をし、その内容を大口町私立学校等における昼食費用等

給付金支給決定通知書（様式第２）により申請者に通知するものとする。 

（給付金の支給方法） 

第９条 給付金は、年１回申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により支給

するものとする。 

 （支給決定の変更） 

第１０条 第７条及び第８条の規定は、支給申請の変更及び支給決定の変更につい

て準用する。 

 （支給決定の取消し） 

第１１条 町長は、支給対象者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受け
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たときは、大口町私立学校等における昼食費用等給付金支給決定取消通知書（様

式第３）により、その者の支給の決定を取り消す。この場合において、取消しを

受けた者が既に給付金の支給を受けている場合は、これを返還しなければならな

い。 

 （その他必要事項） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 
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様式第１（第７条関係） 

（ 表 面 ） 

大口町私立学校等における昼食費用等給付金支給申請（請求）書 

 

  年  月  日 

大口町長 様 

申請者(保護者) 〒  － 

住  所 

氏  名            

電話番号 

 

 このことについて、下記のとおり私立学校等における昼食費用等給付金の支給を

受けたいので関係書類を添えて申請します。 

記 

生徒氏名 
 

 
生年月日     年  月  日 

生徒住所 
 

     ＊申請者住所に同じ場合は記入不要 

学校名               学校  第    学年 
 

 

期 間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 
 

 

申請額 

（給付金額） 
[       円]×[  ]か月＝[        円]  

※学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写しを裏面に貼り付けてください。 

 

 

振込先 

金融機関名 
銀行名          支店名 

 

預金の種別 普通 ・ 当座 口座番号 
 

 

口座名義人 
 

 
フリガナ  

※口座名義人は申請者（保護者）と同一名義に限ります。 

 口座情報の確認のため、通帳又はキャッシュカードの写しを裏面に貼り付けてく

ださい。 
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（ 裏 面 ） 

 

添付書類 添付場所 

 

 

貼 

 

 

り 

 

 

付 

 

 

け 
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様式第２（第８条関係） 

 

大口町私立学校等における昼食費用等給付金支給決定（却下）通知書  

 

第     号 

年  月  日 

 様 

 

大口町長        印 

 

年  月  日付けで申請のありました大口町私立学校等における昼食費用

等給付金支給申請書について、下記のとおり決定しましたので通知します。 

記 

決定の内容 

生徒氏名 給付金額 交付決定・却下の別 却下理由 

 

 
金      円   
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様式第３（第１１条関係） 

 

大口町私立学校等における昼食費用等給付金支給決定取消通知書  

 

第     号 

年  月  日 

 様 

 

大口町長        印 

 

年  月  日付けで交付決定しました大口町私立学校等における昼食費用

等給付金支給申請書について、下記のとおり交付を取り消しましたので通知します。 

記 

 

生徒氏名 認定取消年月日 取消理由 返還金額 
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